
北朝鮮でアフリカ豚コレラが初めて発生！
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★異状がありましたら直ちに家畜保健衛生所へご連絡ください！

中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

ＴＥＬ：058-201-0530 ＦＡＸ:058-201-0531
（平日時間外・休日の緊急連絡先：090-7024-5269 ）

Ｅ－ｍａｉｌ：c24502@pref.gifu.lg.jp

5月２３日 北朝鮮北部慈江道で本病の発生が確認されました。

疑い頭数９９頭 症例数77頭 死亡数77頭 淘汰数22頭

5月２５日 農業省中央獣医ステーション(国立研究所)・農業科学学術獣

医研究所（国立研究所）におけるPCR検査陽性

アジア各地へアフリカ豚コレラが拡大しております。
本病は、有効なワクチンや治療法がありません。
国内への侵入防止のために改めて飼養衛生管理基準遵守の徹底を
お願いします。

①畜産関係者等の海外への渡航の自粛

可能な限り伝染性疾病発生地域へ渡航しないでください。

②衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒

海外から入国、帰国した者を、衛生管理区域に立ち入らせないでください。

海外で使用した衣服や靴を衛生管理区域に持ち込まないでください。

衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置し、出入りする者に着用させてください。

③早期発見と早期届出

毎日の健康観察を実施してください。

異状があれば直ちに家畜保健衛生所へ連絡してください。

④生肉を含む飼料を与えない

生肉を含む可能性がある飼料を給与する場合は加熱処理（摂氏70℃以上で30分以上

または摂氏80℃以上で3分以上）が適切に行われた飼料を給与してください。
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